
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
指
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
一
号
）
（
共
助
社
会
づ
く
り
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
一
部
改
正
を
踏
ま
え
、
指
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
関
す
る 

 

書
類
に
つ
い
て
、
個
人
の
住
所
に
係
る
記
載
部
分
を
閲
覧
等
の
対
象
か
ら
除
外
等
す
る
た
め
の 

 

改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

指
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
「
役
員
名
簿
」
及
び
「
社
員
名
簿
」
の
う
ち
、
個
人
の
住 

 
 

所
又
は
居
所
に
係
る
記
載
部
分
を
閲
覧
等
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
。 

 

㈡ 

「
資
産
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
の
料
金
、
条
件
そ
の
他
そ
の
内
容
に
関
す
る
事
項
」
を
記 

 
 

載
し
た
書
類
に
つ
い
て
、
知
事
へ
の
提
出
を
不
要
と
す
る
。 

 

㈢ 

「
役
員
報
酬
規
程
」
及
び
「
職
員
給
与
規
定
」
に
つ
い
て
、
既
に
提
出
さ
れ
て
い
る
も
の 

 
 

か
ら
内
容
に
変
更
が
な
い
場
合
に
は
、
知
事
へ
の
提
出
を
不
要
と
す
る
。 

三 

施
行
期
日
等 

 

㈠ 

施
行
期
日 

 
 

 

令
和
三
年
六
月
九
日 

 

㈡ 

経
過
措
置 

 
 

 

こ
の
条
例
の
施
行
期
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
「
資
産
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業 

 
 

の
料
金
、
条
件
そ
の
他
そ
の
内
容
に
関
す
る
事
項
」
を
記
載
し
た
書
類
及
び
「
役
員
報
酬
規 

 
 

程
」
等
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 


